
求職者の皆様へ

取扱職種の範囲等の明示について 
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代表取締役　伊藤政利

   当社は、厚生労働大臣に届出を行っている職業紹介事業者（許可番号：２０-ユ-300257）です。

職業安定法第３２条の１３、職業安定法施行規則第２４条の５に則り、以下の項目を明示しますので内容をご

確認ください。

取扱職種・地域の範囲について

１．　取り扱い職種は、職業安定法に定められた職種の範囲は、25，26，27，46、大分類Ｈ（４９～64のすべて）、

　　　69，76となります。取り扱い地域は、長野県に限りサービスを提供します。

２．　以下に該当する求人者から学校卒業見込者等であることを条件とした求人は取り扱いません。

　　　取扱業務の範囲は、若者雇用促進法第１１条によって、公共職業安定所が求人不受理とすることができる

　　　求人者に該当する旨の自己申告があった求人者。

手数料について

ご負担いただく手数料は一切ありません。

個人情報の取扱いについて

ご本人の個人情報の開示等の請求があった場合は、個人情報保護管理責任者がご本人の有する資格や職業経験

等、客観的事実に基づく情報を速やかに開示します。また、ご本人から訂正の請求があり、その請求が客観的

事実に合致するときは、速やかに訂正します。

苦情処理について

苦情のお申し出があった場合は、苦情処理責任者が迅速かつ適切に処理します。

その他ご不明の点がございましたらお問い合わせください。

TEL.0266-57-5645


